
 

 

意   見   書 

 
                                            三重県公共事業評価審査委員会 
 
１ 経  過 

 
平成１９年７月１３日に開催した平成１９年度第１回三重県公共事業評価審査委員会に

おいて、県より海岸事業１箇所および都市公園事業１箇所の審査依頼を受けた。 
また、平成１９年１１月１５日に開催した第６回委員会において、県よりほ場整備事業

１箇所、農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業１箇所、中山間地域総合整備事業１箇

所、河川事業１箇所、公営住宅整備事業１箇所の事後評価に係る審査依頼を受けた。 
都市公園事業に関しては、同年９月１４日に開催した第４回委員会及び同年１１月１５

日に開催した第６回委員会において、その他の事業に関しては、同年１１月１５日に開催

した第６回委員会において、県の担当職員から事業説明を受けるとともに、審査資料に基

づき審査を行った。 
 

２  意  見 
 
  審査対象事業に関して慎重な審査を行った結果、以下のような意見を委員会としてとり
まとめ、三重県知事に対して答申するものである。 

 
（１）海岸事業［県事業］【再評価対象事業】 

 

５番 鳥羽
と ば

港
こう

海岸
かいがん

 

 
５番については、平成３年度に事業着手し平成１０年度及び１４年度に再評価を行いその後

おおむね５年を経過して３回目の再評価を行った継続中の事業である。 
審査を行った結果、５番については、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了

承する。ただし、今後とも事業の展開にあたっては、住民との連携やかもめの散歩道などの人

の流れに関連する事業との調整を行われたい。 
 

 
（２）都市公園事業【再評価対象事業】 

 

７番 熊野灘
くまのなだ

臨海
りんかい

公園
こうえん

 

 



 

７番については、昭和４５年度に事業着手し平成１０年度及び平成１４年度に再評価を行い

その後おおむね５年を経過して３回目の再評価を行った継続中の事業である。 
７番については、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。ただし、健

康温泉施設の設置については、現時点では管理運営面から過剰投資の懸念が強いと考えられる

ため、中止・縮小の方向で検討されたい。 
 

（３）ほ場整備事業［県事業］【事後評価対象事業】 
 

５０２番 櫛田
くしだ

地区
ち く

 

 
５０２番については、平成５年度に事業着手し平成１３年度に完了した事業である。 
審査を行った結果、課題に対する対応方針を含めた事後評価の妥当性を認める。今後、持続

的な担い手確保及びさらなる作物生産効果をあげることに努められたい。 
 
（４）農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業［県事業］【事後評価対象事業】 
 

５０４番 西山
にしやま

地区
ち く

 

 
（５）中山間地域総合整備事業［県事業］【事後評価対象事業】 

 

５０５番 青山
あおやま

南部
なんぶ

地区
ち く

 

 
５０４番については、昭和６０年度に事業着手し平成１３年度に完了した事業である。 
５０５番については、平成９年度に事業着手し平成１３年度に完了した事業である。 
審査を行った結果、課題に対する対応方針を含めた事後評価の妥当性を認める。今後、ソフ

ト事業との連携をより密接に行い、農地および農村集落機能の維持に努められたい。 
 
（６）河川事業［県事業］【事後評価対象事業】 

 

５０７番 一級
いっきゅう

河川
かせん

矢
や

谷川
たにがわ

 統合
とうごう

河川
かせん

整備
せいび

事業
じぎょう

 

 
５０７番については、平成５年度に事業着手し平成１４年度に完了した事業である。 
審査を行った結果、課題に対する対応方針を含めた事後評価の妥当性を認める。今後、都市

河川においては、県民が親しめる空間づくりのため、適切な維持管理を行い、河川を活用した

環境教育などのソフト事業の推進に努められたい。 
 



 

（７）公営住宅整備事業［県事業］【事後評価対象事業】 
 

５０８番 県営
けんえい

住宅
じゅうたく

カーサ上野
うえの

 

 
５０８番については、平成６年度に事業着手し平成１４年度に完了した事業である。 
審査を行った結果、事後評価の妥当性を認める。 
 

 
 
 

 


